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○ 申請予約について（認定事業の申請予約と合わせて実施） 

予約受付期間：平成 28 年５月 26 日（木）～平成 28 年６月８日（水） 

※ 受付時間は平日の９時～12 時、13 時～17 時です。 

※ 予約受付 TEL：03－5320－4889（東京都産業労働局商工部創業支援課） 

 

○ 申請書類の提出方法及び期間 

 予約受付期間中に電話で御予約の上、下記提出場所へ持参してください。 

提出期間：平成 28 年６月 13 日（月）～平成 28 年６月 17 日（金） 

※ 提出書類の受付時間は９時～12 時、13 時～17 時です。 

 

○ 申請書類の提出場所 

 東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 

 〒163－8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎 30 階中央 

 TEL：03－5320－4889（直通）、内線 36－572 

 ※ 都庁にて公社職員が受け付けます。 

 

【 問い合わせ先 】 

 

事業戦略部 創業支援課 創業助成係 

〒101－0024 東京都千代田区神田和泉町 1－13  

住友商事神田和泉町ビル９階 

TEL：03－5822－7231 

e-mail：sogyo@tokyo-kosha.or.jp 
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１ 事業目的 

都内開業率のさらなる向上を図るため、東京都（以下「都」という。）及び公益財団法人東京都

中小企業振興公社（以下「公社」という。）では、「創業活性化特別支援事業」を実施しています。 

「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」（以下、「補助事業」という。）」はその一環と

して、都が実施する「インキュベーション施設運営計画認定事業（以下「認定事業」

という。）」の認定を受けた事業計画のうち優れた取組に対して、施設運営のレベル

アップに必要な整備・改修及び運営に係る経費の一部を補助することにより、創業

支援の取組を後押しし、東京の産業活力の向上を図ることを目的とします。  

 

 

【スキーム図】 

 

 

 ※本事業の対象は桃色線内です。 

  



2 

 

２ 事業内容 

 都が認定した「インキュベーション施設運営に係る事業計画」のうち、施設運営のレベルアップ

を行う工事計画を含む取組について、公社が審査の上、整備・改修費及び運営費の一部を補助しま

す。 

※ 公社の補助事業への申請と同年度に都の認定事業に申請し、公社の補助事業の交付決定前に

認定を受けた事業計画を含む。 

 

（１）補助対象期間 

整備・改修費及び運営費の補助対象期間を通算して最長３年 

（整備・改修及び運営が一体となった事業に補助金を交付いたします。 

別々での交付は行いません。） 

 

  ア 整備・改修費 

交付決定日（平成28年9月9日予定）から最長２年 

 

  イ 運営費 

整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から１年以上最長２年 

 

   

（２）補助限度額 

  ア 整備・改修費 

    ５，０００万円（補助下限額２００万円） 

※ 区市町村の場合は、４，０００万円（補助下限額１５０万円） 

 

  イ 運営費 

補助対象期間１年ごとに２，０００万円（補助下限額１００万円） 

※ 区市町村の場合は、補助対象期間１年ごとに１，５００万円 

（補助下限額７５万円） 

 

（３）補助率 

   補助対象と認められる費用の３分の２以内 

※ 区市町村の場合は、補助対象と認められる経費の２分の１以内 

 

（４）補助対象経費 

インキュベーション施設運営のレベルアップに必要な整備・改修工事及び運営に係る経費の

一部（６ページ「４ 補助対象経費」を参照） 
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３ 申請要件 

 補助金の申請に当たっては、次の（１）から（４）のすべての要件を満たす必要があります。 

 

（１）次の表に該当するいずれかの団体であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと。 

（※１、※２） 

 

名称 定義 

中小企業者 
中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第１項に規定する中

小企業者 

区市町村 
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１条の３に規定する地方公共団

体のうち、都内のもの 

一般社団法人 

一般財団法人 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）

に規定する一般社団法人 

公益社団法人 

公益財団法人 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第

49 号）第２条第１号に規定する公益財団法人 

大学 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する大学 

地方銀行 
「一般社団法人全国地方銀行協会」又は「一般社団法人第二地方銀行協会」

の会員行 

信用金庫 

信用組合 

信用金庫法（昭和 26 年法律第 238 号）に規定する信用金庫及び中小企

業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に規定する信用協同組合 

特定非営利活動法人 
特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定する

特定非営利活動法人 

 

※１ 「大企業」とは、会社法（平成１７年７月２６日法律第８６号）第２条第１号に規定する

会社から、上表の中小企業者及び地方銀行を除いた者をいう。 

  

※２ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 

ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資していること 

イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資していること 

ウ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務していること 

エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられること 
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（２）都が実施する「認定事業」の認定を受けた事業計画であること。 

   ※ 公社の補助事業への申請と同年度に都の認定事業に申請し、公社の補助事業の交付決定

前に認定を受けた事業計画を含む。 

 

  都の「認定事業」と共通する要件 

  ア 認定事業の申請時点において、過去１年以上、創業支援の実績を有すること。 

  イ 都内にインキュベーション施設を有している、又は有する予定であること。 

ウ 当該施設にて実施する創業支援に係る具体的な運営計画（入居者に対し、起業・成長に関す

る相談、指導業務等を行う計画）を有すること。 

エ 事業計画に含めることのできる「工事計画」は、施設運営のレベルアップに寄与するもので

あって、認定事業の認定後１年以内に着工するものであること。 

    ※ 既に認定された事業計画に工事計画を追加する場合は、変更承認から１年以内に着工 

 

（３）公社が申請書を受理した時点で、工事を行う場所及び具体的な工事内容が確定しており、建

物を賃借して工事を行う場合は、工事についての貸主の了承があること。 

また、公社の補助金交付決定日から２年以内に工事及びその代金の支払いが完了するもので

あること。 

 

（４）次のア～タのすべてに該当するもの 

  ア 都税事務所発行の法人事業税及び法人都民税の納税証明書等、必要書類が全て揃うこと。 

イ 法人事業税、法人都民税、法人税、消費税等を滞納していないこと。（都税事務所または

税務署との協議により分納している期間中は申請できません。） 

ウ インキュベーション施設運営に必要な建物を賃借している場合、貸主に対する賃料・使用

料等の債務の支払いが滞っていないこと。 

エ 国・道府県・区市町村等から同一施設に対する助成・補助を受けている場合、助成・補助

対象となる経費を明確に区分できること。 

オ 同一施設について、公社・都が実施する他の助成・補助事業に申請中又は採択され助成・

補助事業実施中でないこと。ただし、都の助成・補助事業のうち創業に係らないものについ

ては、エの規定に準じる。 

カ 原則として、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、補助事業実施場所を

変更しないこと。 

キ 過去に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成・補助を受けた場合、不正等の事故を

起こしていないこと。 

ク 過去に、公社から補助金の交付を受けた場合、「実施結果状況報告書」、「企業化状況報

告書」等を所定の期日までに提出していること。 

ケ 補助事業の実施成果が特定の法人・個人向けでないこと。 

コ 補助事業終了後も、継続して実施する計画であること。 

サ 過去に、本補助事業に採択され補助金を受給した施設による再度の申請でないこと。 

（ただし中止等により受給に至らない場合は、他の要件を満たしているときに限り１回、

再度の申請ができるものとする。） 
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シ 補助事業を遂行する実施体制や実行能力（経理その他事務含む）等を有し、期間内に実施

できること。 

ス 会社更生法又は民事再生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存

在しないこと。 

 セ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうちギャンブル業、 

風俗関連業等、公社が公的資金の補助先として、社会通念上適切ではないと判断するもので

ないこと。 

ソ 補助事業の実施に当たり必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 

タ その他、公社が公的資金の補助先として適切ではないと判断するものではないこと。 

 

※ ア～タのうち、「□」で囲っている要件は都の「認定事業」の要件と共通するものです。 
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４ 補助対象経費 

補助対象経費は、以下（１）～（５）の条件に適合する経費で「補助対象経費一覧」に掲げる

経費です。 

 

（１）都の認定事業として認定を受けた事業計画かつ公社の補助対象事業として決定を受けた事業

計画を実施するために必要な経費 

 

（２）整備・改修費、運営費の各補助対象期間内に契約、取得、支払いが完了した経費 

ただし、人件費、賃借料（工事期間中）、備品費のうちリース・レンタル費及び建物管理委

託費については、各補助対象期間開始前に契約したものでも、各補助対象期間内に要した経費

であって同期間内に支払ったものは対象とします。 

 

（３）補助対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ本補助事業に係るものとして、

明確に区分できる経費 

 

（４）財産取得となる場合は、所有権が補助事業者に帰属する経費 

 

（５）消費税等の間接経費（12ページ「５ 補助対象外経費の例」を参照）を除く経費 
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補助対象経費一覧 

【整備・改修費】 

経費区分 内容 

工事費 

 
インキュベーション施設の整備・改修工事に係る経費で、補助事業実施の

ために直接必要なもの。 

 

[例：外装・内装工事費、建物付属設備工事費（電気設備・空調設備・給排

水衛生工事等）、インキュベーションマネージャー室、相談室、施設

入居者個室、コワーキングスペース、シェアオフィススペース等設置

に係る工事費、施設入居者向けの駐車場・駐輪場整備工事費（※）] 

  （※）施設運営のレベルアップに寄与しない単体の工事は対象とはな

りません。 

 

＜注意事項＞ 

① 複数の業者から見積りや積算の内訳がわかるものを徴収し、経費明細

の工事区分毎に最も安い価格を提示した業者の見積り金額を、補助対

象経費の申請金額としてください。 

② 工事費の申請にあたっては、見積りや積算の内訳がわかるもの（複数

業者分）の他、工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事前の現

場写真の写しの提出が必要になります。 

③ 公社より見積り先に対して、直接その内容を確認する場合がありま

す。 

④ インキュベーション施設運営にあたって必要な建物を賃借している場

合は、工事について貸主の了承を受けていることが必要です。 

 

【対象とならない経費の一部】 

① インキュベーション施設整備に直接的に関係のない工事に係る経費 

② インキュベーション施設物件を貸主から賃借している場合、工事を行

った後の原状回復経費 
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設計費 インキュベーション施設の整備・改修に係る設計費。 

 

＜注意事項＞ 

① 複数の業者から見積りや積算の内訳がわかるものを徴収し、経費明細

の設計区分毎に最も安い価格を提示した業者の見積り金額を、補助対

象経費の申請金額としてください。 

② 設計費の申請にあたっては、見積りや積算の内訳がわかるもの（複数

業者分）の提出が必要となります。 

③ 公社より見積り先に対して、直接その内容を確認する場合がありま

す。 

 

【対象とならない経費の一部】 

○ 建築確認手数料（公納金） 

 

建物・施設取得費 建物・施設・建物付属設備等の固定的施設の購入に係る経費。ただし、中

古物件も含む。 

 

＜注意事項＞ 

○ 建物・施設取得費の申請にあたっては、鑑定評価書等、建物・施設・

建物付属設備等の客観的な価格がわかる資料の提出が必要です。 

 

【対象とならない経費の一部】 

○ 土地の取得、造成、補償に係る経費 

 

 

賃借料 

（工事期間中） 
インキュベーション施設運営事業者が、補助対象事業の遂行に必要な不動

産を、補助期間を通じて都内に継続的に借りる場合に支払われる賃借料。

ただし、工事期間中で、施設に創業者等が入居できない期間に発生する経

費のみを対象とする。 

 

[例：賃借料、共益費] 

 

【対象とならない経費の一部】 

○ 賃借料における事務所の敷金・保証金など解約時に返還される経費及

び、賃借料における礼金 
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【運営費】 

経費区分 内容 

人件費 本補助事業に直接従事するインキュベーションマネージャー及びスタッフ

等に対し支払われる給与・賃金・謝金・委託料（パート・アルバイトを含

む。事業実施のために必要となる、運営費の補助対象期間開始日より前に

雇用・委託契約等を結んだ者を含む。） 

 

＜注意事項＞ 

① 常勤・非常勤又は専任・兼任に関わらず、従業者別に補助事業に係る

部分に直接従事することを証する作業日報の作成が必要となります。 

② 補助事業に従事することが確認できる資料として、就業規則（委託契

約の場合は委託業務の内容がわかるもの）、賃金台帳、振込控、出勤

簿、雇用保険加入者証等が必要となります。 

③ 補助対象となるインキュベーションマネージャー及びスタッフ等の人

数上限は、合計７名とします。 

 

【対象とならない経費の一部】 

① 補助事業に直接的に関係のない業務 

② 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働

（超過勤務） 

③ 休日労働 

④ 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 

⑤ 食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役

職、資格、通勤（交通）手当及びこれらに含まれる消費税及び地方消

費税相当額 

⑥ 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 

⑦ 代表者及び役員（監査役、会計参与を含む）、代表者又は役員と生計

を一にする三親等以内の家族の人件費 

⑧ 事業の実施のために運営費の補助対象期間開始日より前に雇用・委託

契約等を結んでいる者がいる場合、運営費の補助対象期間開始日より

前に支払った人件費 
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備品費 インキュベーション施設の運営にあたり、机・椅子等のオフィス家具及び

ＰＣ・オフィス用品等の備品にかかる経費 

 

[例：机・椅子等のオフィス家具（リース・レンタル含む）、サーバーのレ

ンタル費、ＰＣ・オフィス用品等のリース費、コワーキングルーム・

シェアオフィスルーム等にかかる上記備品］ 

 

＜注意事項＞ 

① 私用で使わないと明確に判断できるものであること 

② １つあたりの購入単価（リース・レンタルの場合はその期間中の費用

総額）が税込５０万円未満であること 

 

【対象とならない経費の一部】 

① 補助事業に直接的に関係のないもの 

② １つあたりの購入単価（リース・レンタルの場合はその費用総額）が

税込５０万円以上のもの 

③ リース・レンタルについて、補助対象期間外に係る経費 

④ 中古品で購入したもの 

⑤ 消耗品 

 

 

建物管理委託費 インキュベーション施設の管理にあたり必要な外部委託費用 

[例：指定管理者等運営委託料、清掃業務委託費、警備委託費] 

 

＜注意事項＞ 

○ 指定管理者等運営委託料の中に、本補助事業に直接従事するインキュ

ベーションマネージャー及びスタッフ等に対し支払われる人件費が含

まれている場合、当該費用は８ページの「人件費」に含めて取り扱っ

てください。 
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広告費 インキュベーション施設を広報する上で必要な経費 

 

[例：新聞、雑誌への補助事業に関する広告掲載に要する経費、宣伝用パン

フレット等の作成に要する経費、ホームページの作成に要する経費] 

 

＜注意事項＞ 

① チラシやパンフレット等については補助対象期間内に使いきることを

原則とし、補助対象期間終了時点での未使用残存品は補助対象となり

ません。 

② 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する場合は、補助対象期

間中の請負契約の締結が必要です。 

 

【対象とならない経費の一部】 

① 切手の購入費用 

② 市場調査費用、又は調査の実施に伴う謝金等 

③ ホームページ作成の場合、デジタルカメラ・画像加工ソフト 

等ホームページ作成以外の用途に使用される費用 

 

 

専門家報酬 主に入居者向けに行う相談・セミナー等にあたり外部専門家に支払われる

経費 

 

[例：相談員として配置する弁護士や中小企業診断士への報酬、セミナー講

師への報酬] 

 

＜注意事項＞ 

○ 専門家報酬は一人につき時間単価税抜13,000円を上限とします。 

 

【対象とならない経費の一部】 

○ 入居者を対象としない相談・セミナー等に関する専門家報酬 
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５ 補助対象外経費の例 

 

（１）契約から納品・支払いまでの一連の手続きが、整備・改修費、運営費の各補助対象期間内に

行われていない場合。 

ただし、人件費、賃借料（工事期間中）、備品費のうちリース・レンタル費及び建物管理委

託費については、各補助対象期間開始前に契約したものでも、各補助対象期間内に要した経費

であって同期間内に支払ったものは対象とします。 

（２）補助事業に関係のない物品の購入、業務委託等 

（３）見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備であ

る場合 

（４）補助金交付申請書に補助対象経費として記載されていないものを購入した場合及び支払った

場合 

（５）茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 

（６）補助対象事業以外の通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合 

（７）他の取引と相殺して支払いが行われている場合 

（８）現金、他社発行の手形や小切手により支払われた場合（原則は振込払い） 

（９）クレジットカード等による支払いの際に、ポイントやマイル等による優遇措置を取得した場

合の相当分 

（10）カード以外の支払いで購入を行い、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイ      

ント分 

（11）公租公課 

（12）借入金などの支払利息及び損害遅延金 

（13）通信運搬費（電話代、インターネット利用料金、切手代）、光熱水費 

（14）親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を兼任している会  

社、代表者の親族（三親等以内。以下同様）が経営する会社等）、代表者の親族（個人）との  

取引 

（15）間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等） 

（16）委託業務について受託者が第三者へ再委託したもの 

（17）委託業務において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの 

（18）一般的な市場価格に対して著しく高額な経費 

（19）公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

（20）公社が本補助制度に沿わないと判断する経費 

 

※ その他内容によっては補助対象外となるものもありますので、公社へ御確認ください。  
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６ 補助事業のスケジュール（※１） 

 

 

 

 

※１ 上記日程は変更になることがあります。 

※２ 申請予約は、認定事業と補助事業の両事業とも都が予約受付を行い、日時を指定させていた

だきます。 

※３ 申請書提出は、認定事業と補助事業の両事業とも都庁第一本庁舎３０階中央にて行います。 

※４ 整備・改修費、運営費それぞれの補助対象期間が１年を超える場合は、１年経過時に補助金

の中間払いを行います。 
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７ 応募の手続き 

（１）申請予約（認定事業の申請予約と合わせて行います。） 

平成28年５月26日（木）～６月８日（水）に電話にて提出日の予約をお願いします。 

※ 申請予約の受付時間は平日の９時～12時、13時～17時です。 

※ 予約受付TEL：03-5320-4889（東京都 産業労働局 商工部 創業支援課） 

 

（２）申請書類の提出方法及び期間 

予約した日時に書類を持参の上、公社担当者へ提出してください。（郵送での受付は不可） 

提出期間：平成28年６月13日（月）～６月17日（金） 

※ 提出書類の受付時間は９時～12時、13時～17時です。 

 

（３）申請書類の提出場所 

東京都庁第一本庁舎30階中央 産業労働局 商工部 創業支援課 

TEL：03－5320－4889（直通）、内線36－572 

 

 

（４）提出書類 

「平成28年度インキュベーション施設整備・運営費補助事業申請書」及び添付書類一式 

※ 申請書記載の「平成２８年度インキュベーション施設整備・運営費補助事業申請に必要

な書類」に記載されている該当書類全てを記載されている部数分御提出ください。 

※ 書類はＡ４サイズ、片面印刷（両面印刷は不可）で統一してください。 

※ ステープル留めやファイリングをせず、クリップ留めにして提出してください。 

※ 審査にあたり、白黒でコピーを取りますので、資料は白黒でも判別できるものとしてく

ださい。 

 

（５）申請書様式のダウンロード 

   以下のアドレスの「募集要項・申請書等」よりダウンロードしてください。 

   http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/incu_send.html 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/incu_send.html
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（６）申請書の作成および提出における主な留意事項 

ア 申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要です。 

イ 申請書提出後の加筆、修正等はできません。 

ウ 書類の提出には、記載内容の説明が可能な方（申請事業の運営者・インキュベーション 

マネージャー）が対応してください。 

エ 提出された申請書は、いかなる理由があっても返却しません。また、必要に応じて、 

公社から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

オ 申請書の作成及び提出等、応募に係る経費は、申請者の負担となります。 

カ 予約した日時にお越しにならない場合には、申込を辞退されたものとみなします。 

 

８ 審査方法 

（１）審査方法 

申請書及び都の認定事業に提出された申請書等資料に基づき、書類審査を行います。書類審査

及び現地調査の結果を基に総合審査を行い、補助対象事業を決定します。 

なお、必要に応じて面接調査を行う場合があります。 

 

（２）審査における主な視点 

審査は、次の観点から行います。 

【施設について】 

ア 入居者が円滑に業務を遂行できる施設とする計画か 

イ 入居者支援のための部屋・スペース等があるか 

ウ 工事の規模・積算・スケジュールは適正か 

【運営について】 

エ 入居者に対する支援業務の実効性 

オ 入居者に対する支援業務の継続性 

カ 入居者の成長可能性 

キ 社会的貢献性 

 

（３）審査結果及び交付決定 

ア 審査結果は、申請事業の運営者すべてに対し書面にてお知らせします。なお、審査の経

過・結果に関するお問い合わせには一切応じられません。 

イ 審査の結果、補助金交付申請額と補助金交付予定額が異なる場合があります。 

ウ 補助金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

  

都と書きぶりを 

あわせる 
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９ 補助事業を実施するための注意事項 

 補助事業の実施に当たっては以下の点に御留意ください。（遵守いただけない場合は補助金の

交付を受けられません）詳細については、採択された後の事務手続き説明会にて御説明します。 

 

（１）経理関係書類の確認 

ア 実績報告の確認書類として、次の書類の整備・保管が必要です。見積書、請求書、振込控

（振込先が明記されている金融機関発行のもの）、預金通帳・当座勘定照合表等 

イ 海外で発行する証明書や経理関係書類については、日本語訳の添付が必要です。 

ウ 人件費の確認書類として、就業規則（委託契約の場合は委託業務の内容がわかるもの）、

賃金台帳、振込控、出勤簿、作業日報、雇用保険加入者証等が必要です。 

エ 経費の支払が確認できる書類（請求書、振込控等）のほか、その履行が確認できる資料   

（納品書、完了報告書、工事の仕様書等の成果物）の提出及び公社による現物の確認作業が

必要となります。 

 

（２）経費の支払方法 

ア 補助事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則とします。 

イ 海外取引の場合、外貨支払いの円換算については、当該外貨使用の際の両替 レートを適

用する等、客観的に確認が可能な方法により計算してください。 

 

（３）事業計画の変更 

代表者の変更等申請書に記載された内容を変更するときは、事前に公社の承認が必要となり

ます。ただし、正当な理由がない限り、変更は認められません。 

なお、計画変更に伴い工事期間や工事内容等の変更が発生する場合は、都の認定事業にも変

更承認申請が必要となります。 

また、補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、事業遂行の見込みがないと

判断された場合には、補助対象期間内であっても補助を打ち切ることがあります。 

 

（４）補助金額の確定 

ア 採択の際に通知する補助金交付予定額は、補助金交付額の上限を示すものであり、事業完

了及び完了検査（※）後に補助金の額が確定します（補助金交付予定額から減額されること

があります）。 

※ 完了検査に際して、公社職員が施設の現状を確認に伺う場合がありますので、施設入居者

への調整等、適切な御対応をお願いいたします。 

イ 補助金額の確定においては、交付決定を受けた事業が申請内容に沿って実施されているこ

とが条件になります。 

 

（５）申請施設等の公表について 

補助対象事業として採択された場合、運営事業者名、施設名称・場所、施設概要等について

公表します。また、補助事業に関する事例としてのＰＲに御協力いただく場合があります。 
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１０ 補助事業完了後の注意事項 

（１）関係書類の保存 

補助事業に係る関係書類及び帳簿は補助事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、

保存しなければなりません。 

 

（２）実施結果状況報告書の提出・収益納付 

補助事業の完了した年度の翌年度から５年間、補助事業の実施結果について、毎年報告書を

提出しなければなりません。また、この間に補助事業の実施並びに産業財産権の譲渡又は実施

権の設定及び他への供与により相当の収益が生じた場合には、その収益の一部を納付しなけれ

ばなりません。 

 

（３）財産の管理及び処分 

ア 補助事業により取得又は効用の増加した財産について、その管理状況を明らかにし、かつ

補助事業を完了した年度の翌年度からそれぞれの財産の種別に応じて公社が定める期間を経

過する日まで保存・管理しなければなりません。また、この期間内に処分（目的外使用、売

却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄）することは原則認めません。 

イ 財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は公社に納付しな

ければなりません（納付額は当該処分財産に係る補助金額を限度とします）。  

 

（４）公社職員による調査等 

公社が補助事業の実施状況、補助金の収支、帳簿書類、取得財産その他物件について、立入

り調査を行う場合、公社の指示に従い、誠実に対応しなければなりません。 

１１ 補助金交付決定取消し及び補助金の返還 

補助事業者、補助事業の関係者が、次のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又

は一部を取り消し、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行うことがありま

す。また、既に補助事業者に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還していただきま

す。 

 

（１）交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

（２）偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき 

（３）補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき 

（４）東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき 

（５）申請要件に該当しない事実が判明したとき 

（６）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に

違反したとき 

（７）その他、公社が補助事業として不適切と判断したとき 

 

※ 刑事罰が適用される場合もありますので十分注意してください。 

※ 不正又は事故を起こした補助事業者、補助事業の関係者等については、公社が実施するすべて

の助成事業及び補助事業に申請することは、以後一切できません。 

 



18 

 

＝申込者情報のお取り扱いについて＝ 

１ 利用目的 

（１）当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

（２）経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 

※ 上記（２）を辞退される方は、当該事業担当者まで御連絡ください。 

 

２ 第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合がありま

す。） 

（１）目的 

ア 公社からの行政機関への事業報告 

イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

（２）項目 

氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 

（３）手段 

電子データ、プリントアウトした用紙 

※ 上記（１）目的のイを辞退される方は、当該事業担当者まで御連絡ください。 

 

◆  個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。 

 当要綱は、(公財)東京都中小企業振興公社ホームページ（http:// http://www.tokyo-

kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/incu_send.html）より閲覧及びダウンロードする

ことができますので、併せて御参照ください。 


